
１．基本方針

　 　以前から続く支え合いや助け合いなどの活動は、地域の相互扶助や家族

同士、地域･家庭･職場といった人々の生活の様々な場面において、その機

能が存在していました。

　しかし、高齢化や人口減少が進み、地域･家庭･職場といった人々の生活

領域における支え合い助け合いの基盤は弱まってきています。暮らしにお

ける人と人とのつながりも弱まる中、これを新たに再構築することで、人

生における様々な困難に直面した場合に、誰もが役割を持ち、お互いが配

慮しつつその存在を認め合い、時には支え合うことで孤立せずにその人ら

しい生活を送ることが出来るような社会にしていくことが求められていま

す。人口減少の波は、多くの地域社会で社会経済の担い手の減少を招き、

それを背景に様々な課題が顕在化しています。

　このような状況において、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが

生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことが出来る「地域

共生社会」の実現に向けて、第４次地域福祉活動計画「笑顔でつなぐ花の

谷ふれあいプラン」のもと、住民の「誰もが安心して暮らす輝くむらづく

り」の実現のため福祉活動の推進に努めます。

２．重点事業

　１）福祉サービス利用支援事業の推進

　２）生活支援体制整備事業の推進

　３）ふくし総合相談支援事業の推進

　４）高齢者等見守り支援事業（ふれあいネットワーク）の推進

３．基本事業

　１）地域福祉対策事業

　　①社会資源の把握、各種調査と情報収集及び分析

　　②社協だよりの発行

　　③インターネットを活用した情報発信

　　④買い物支援事業（移動販売車）の推進

　　⑤事業継続計画（BCP)、受援計画の見直し
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　２）地域福祉活動事業

　　①福祉サービス利用支援事業

　　②要配慮者避難支援事業（安心安全マップの作成）

　　③救急医療情報（安心カード設置）事業

　　④ふれあいいきいきサロン・ふれあいミニサロンの推進

　　⑤福祉有償運送事業

　　⑥日常生活自立支援事業

　　⑦地区別福祉関係者会議の開催

　　⑧福祉サービス事業者等連絡会議の開催

　３）共同募金運動の推進

　　①片品村共同募金委員会の事務局運営

　　②赤い羽根共同募金、歳末助け合い募金運動への協力

　　③共同募金運営委員会の開催

　　④共同募金配分事業の実施

　　⑤災害義援金等の募集事務

　４）介護保険事業

　　①相談援助、情報提供事業

　　②訪問介護事業

　　③介護予防、日常生活支援総合事業

　　④居宅介護支援事業

　５）高齢者福祉事業

　　①老人クラブ活動への協力と支援

　　②給食サービス事業

　　③温泉保養事業（温泉入浴券の配布）

　　④一人暮らし高齢者の交流事業

　　⑤一人暮らし高齢者の激励訪問

　　⑥長寿者慶祝訪問

　　⑦シニアカー安全講習会の開催



　６）母子・父子・寡婦福祉事業

　　①母子会活動への協力と支援

　　②母子福祉資金、寡婦福祉資金制度の啓発と利用指導

　　③一人親家庭等の激励事業

　７）障害者福祉事業

　　①障害者団体活動への協力と支援

　　②在宅障害者（児）支援事業

　　③障害者居宅介護事業

　　④身体障害者の激励訪問

　８）児童福祉の推進

　　①社会福祉協力校の育成と支援

　　②子育て支援事業

　　③児童・生徒の福祉体験活動への協力

　９）低所得者層への援助

　　①生活福祉資金の活用と償還指導

　　②離職者支援資金と緊急小口資金の貸付支援

　　③生活困窮者自立促進支援事業

　　④成年後見事業

　　⑤フードバンク

　１０）戦没者遺族の援護

　　①遺族会の事業への協力と支援

　１１）ボランティア活動の推進

　　①ボランティア団体への協力と支援

　　②ボランティアの啓発と育成

　　③スノーバスターズの育成と支援

　　④上州雪かき道場の開催と広域連携の除雪体制整備



　１２）その他

　　①無料法律相談の実施（心配ごと相談所の開設）

　　②災害対策と支援

　　③福祉車両と介護用品等の貸出事業

　　④社協役員研修事業

　　⑤ブライダルサポート会議


